
 

 

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす 

おそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害 

予防規則（特化則）等を改正しました。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場 

については、溶接作業者に対して、年 1回、呼吸用保護具（マスク）のフィットテストを 

実施することが義務付けられました。 

  施行日は令和５年４月１日からになります。 

 

改正後、特化則の実施スケジュール 

実 施 事 項 
    

個人サンプラーによる 

溶接ヒュームの濃度測定 

    

測定結果に基づく溶接ヒューム濃度 

に応じたマスクの使用（選定） 

    

面体形のマスク使用時 

1年以内毎に 1回、フィットテストの実施 

    

注：適正マスクの使用およびフィットテストは令和５年以降も継続する義務があります。 

（＊）新規に金属アーク溶接作業を開始するとき、溶接材料や母材を変更したとき、作業 

場所等を変更したときについては、溶接ヒュームの濃度測定が必要です。 

 

   ＞フィットテストの方法（厚生労働省告示第２８６号 第３条（令和２年７月３１日） 

    

①ＪＩＳ Ｔ８１５０（呼吸用保護具の選択、使用および保守管理方法）に定める方法 

   またはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側、内側それぞれの測定対象物質 

   の濃度を測定し、以下の計算式により「フィットファクタ」を求めます。 

                  呼吸用保護具の外側の測定対象物質
＊
の濃度 

（フィットファクタ）＝ 

                  呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度 

 

 ＊大気粉じん等、ＪＩＳ Ｔ８１５０で定めるもの 

令和３年 

４月 

令和４年 

４月 

令和５年 

４月 

義務 

使用義務 

義務 

義務（＊） 



   ②「フィットファクタ」が、以下の「要求フィットファクタ」を上回っているかどうか 

    を確認します。 

 

呼吸用保護具の種類 要求フィットファクタ 

全面形面体を有するもの ５００ 

半面形面体を有するもの １００ 

 

＞フィットテストの記録の方法 

 

 １．フィットテストの実施日 

２．被験者の氏名 

３．フィットテストの合否および総合的なフィットファクタ 

  ・最終的な判定における各動作ごとのフィットファクタまたは各動作ごとの漏れ率 

  ・最終的な合否判定までに行った改善の経緯 

４．作業に使用する呼吸用保護具のメーカー名、形式（製品モデル名）、サイズ（わかる 

場合） 

５．フィットテスト実施者の氏名および所属 

６．試験に用いた計測装置のメーカー名、形式（製品モデル名）、シリアル番号 

 

注：１年以内毎に１回、定期的に行い記録は３年間保管する義務があります。 

 
  

 

マスクフィットテストとは？ 

 

 マスクフィットテストとは金属アーク溶接 

作業等に従事している作業者が使用している 

呼吸用保護具（マスク）が使用者の顔面にフ 

ィットするかを定量的に決定する方法です。 

マスクの密着が不十分で漏れがあると有害物 

質の吸入を防ぐ効果が低下する恐れがあり、 

使用者の健康被害を防止することができなく 

なります。 

弊社では、最新のフィットテスターを用い、 

約５分間でフィットテストを行い、お客様の 

負担を軽減かつ高精度の測定を実施します。 
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